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「日本型土地 システム」の検討(続)

―日本型とアジア型の比較研究序説―

小 森 治 夫

1は じめ に

(1)本 稿の課題と構成

前稿 「現代 日本 の土地 問題 と土 地政 策

(上)」i)では、日本における土地所有の独 自性

をあらわすキー概念 として、 「日本型土地 シス

テム」の生成 と発展の過程を概括 し、新たな土

地政策のための基礎理論を提起 した。

「日本型土地 システム」とは、一言でいえば、

絶対的土地所有権 を前提として、また、都市計

画 ・土地利用計画などの公共的な土地管理 ・規

制の欠如 を前提とした上で、土地価格を支える

財政 ・金融面での国家的支援を背景とする、法

人企業と金融機関の土地所有 ・土地投機の問題

であり、,地価上昇 ・土地投機によるキャピタル ・

ゲインの獲得を公的な制度として容認する社会

構造のことである。また、 「日本型土地 システ

ム」とは、このようなキャピタル ・ゲインを政

治資金として政権党に還流させ、土地市場への

公共的介入を困難にするシステムとも言 うこと

ができる。

このように前稿では、ヨーロッパ型の土地利

用権優位のシステムとの対比か ら始めて、土地

所有の日本的特質を検出した。っまり、アメ リ

カ、イギリスは相対的土地所有権であり、土地

利用権が土地所有権に優先 しているのに対 して、

ドイツ、フランス、日本は絶対的土地所有権で

あり、土地所有権が土地利用権に優先 している。

しか し、ドイッ、フランスでは、都市計画関連

法の整備によって 「土地利用が土地所有に優先

するシステム」を作 り出 しており、いわば、日

本だけが絶対的土地所有権で 「土地所有が土地

利用に優先するシステム」になっていることか

ら、 「日本型土地 システム」の概念を導出した

のである。このような研究方法、すなわち、ヨー

ロッパの土地法制との比較から日本の土地問題 ・

土地政策の特質を検討す るとい うのは、渡辺洋

三氏をはじめとする法学者の方法論であり、近

年の土地問題 ・土地政策研究の主流の一っをな

すものであったと言えよう2)。前稿では、その

業績にも学びっつ、 「日本型土地 システム」の

概念を提起 したわけである。

それに対 して、本稿で提起する新たな方法論

は、戦前か ら戦後初期にかけて膨大な研究蓄積

があるとともに、近年、NIES、ASEAN

の経済発展に触発されて再び研究が盛んになっ

ているアジア研究に着目をす ることである3)。

とくに、最近、現代土地政策 ・土地税制の一つ

のモデルとして、戦後期の東アジア(台 湾、韓

国)の 土地政策 。土地税制に着目した研究があ

らわれているが4)、本稿ではそれとは異な り、

「日本型土地 システム」のルーツとしての戦前

期のアジア社会についての検討を行う。すなわ

ち、 「日本型土地 システム」のルーツはアジア

社会にある、という試論を提起することか ら本

稿を始めることとする。ここでは、膨大な研究

蓄積のあるアジア研究の中から、専門のインド

研究のみならずアジア論、共同体論などに鋭い

問題提起をしておられる小谷注之氏のイ ンドに

おける 「資本主義のための土地制度改造」の研

究および戦前からの優れたアジァ研究者である

ウイットフォーゲル氏の 「中国の経済 と社会」

「東洋的専制主義」の研究に注目す る。そ して、

アジァ的土地所有の特質を、第一に 「土地所有

が土地利用に優先するシステム」とし、第二に

専制主義的国家権力による 「上級土地所有権」

と規定する。
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第1章 の 「日本型土地 システム」のルーツは

アジア社会にあるという試論の提起をうけた本

稿の中心的な課題は、この 「土地所有が土地利

用に優先するシステム」および 「上級土地所有

権」という二っの視点から、日本的土地所有の

特質を理論的に概括することにより、 「日本型

土地 システム」の概念をより深めることにある。

その際、前稿では、 「日本型土地 システム」の

形成過程として戦後期の検討を行 ったわけであ

るが、絶対的土地所有権、都市計画 ・土地利用

計画の欠如など 「日本型土地 システム」の前提

は戦前期に既に形成されているわけであるから、

本稿では戦前期にまでさかのぼって、戦後期 、

そして現代に至るまでの過程を概括することと

する。

第2章 では、 「土地所有が土地利用に優先す

るシステム」がいっ、どのようにして成立 した

のかを検討する。戦前期については、地租改正

にはじまる明治初期の土地制度改革が地主的土

地所有(寄 生地主制)の 急速な発展を導いたこ

と、そしてその私法的表現が土地利用権を保障

した旧民法か ら土地所有権絶対の明治民法へと

変化 したことにより、 「土地所有が土地利用に

優先するシステム」が成立 したことを明 らかに

する。 戦後期にっいては、戦後改革期の農地

改革をめぐる自作農創設 と耕作権保障の対抗を

検討 し、結局は自作農創設政策が実施 されたも

のの、農地に関 しては農地法の体系により 「土

地利用が土地所有に優先するシステム」が存在

するなど、 「利用権保障の体系」が萌芽的にで

あれ形成されていたことを評価す る。 しか し、

高度成長期において、原材料 と農作物を輸入 し

工業製品を輸出する 「低賃金加工貿易方式」を

確立する政策、すなわち、農業を工業の犠牲 と

する政策のためにたび重ねられた農地法の改正

などにより農地法の体系が崩される一方、自治

体が媒介となって法人企業への土地の集積 ・集

中をすすめたことなどにより、 「利用権保障の

体系」が破壊され、 「土地所有が土地利用に優

先するシステム」が再び確立 したことを指摘す

る。

次に、 「上級土地所有権」にっいては、第3

章で検討を行 うが、ここでは、土地 の私的所有

権の上に、国家権力によるいわば 「上級土地所

有権」が強力に存在 したという仮説を提起する。

っま り、戦前には専制主義的国家権力の 「上級

土地所有権」に支えられて寄生地主が土地を支

配 し、戦後は法人企業が国家権力の 「上級土地

所有権」に支え られて土地を支配 しているとい

う仮説である。これを検証す るために、戦前期

にっいては、土地収用制度の歴史を概括 し、そ

の権力性、すなわち、専制主義的国家権力によ

る土地所有権の制限と強権的な土地収奪の実態

を明 らかにする。

戦後期にっいては、 「国家 と法人企業の経済

力が土地の集積 ・集中を可能にす る法的枠組」

と、その前提としての 「零細土地所有者の経済

的不安定」との相互依存関係で説明 しようとす

る仮説を提起 し、漁民の場合、農民の場合、都

市の零細土地所有者の場合のそれぞれにっいて

の概括を行 い、 「上級土地所有権」は戦後も形

を変えつつ強力に存在 していることを検証する。

第4章 では、本稿の一応の到達点 と残 された

課題にっいて述べることにより、本稿のまとめ

とすることとする。

② アジア的土地所有の特質 一 試論的提起

本節では、アジア研究の膨大な蓄積の中から、

小谷注之氏のインドにおける 「資本主義 のため

の土地制度改造」の研究、並びにウイットフォー

ゲル氏の 「中国の経済 と社会」 「東洋的専制主

義」の研究に注目して、アジア的土地所有の特

質にっいての試論的な提起を行 うこととする。

まず、小谷注之氏の研究、イ ン ドにおける

「資本主義のための土地制度改造」にっいてで

あるが5)、 それは1793年 のコーンウォー リス卿

の 「ザ ミーンダーリー永代定額地税取決」に始

まる。イギリスが最初に本格的な領土 として獲

得 したイ ンドのベンガル地方には、ザミーンダー

ルと呼ばれる在地の領主的階層が広範に存在 し

ていたが、彼 らは領土内の農民から地代を徴収
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し、決められた額をムガール国家に上納する徴

税請負人であった。ベ ンガル支配にあたったイ

ギリス東イ ンド会社は、ザ ミーンダール層を徴

税請負人 として、納入すべき地税の額の取決め

を行 った。そ して、1793年 にベンガル総督コー

ンウォー―リスは、この時点でザ ミーンダールと

の間に取決められていた地税額を、今後永久に

固定することを宣言 した。これが 「ザミーンダー

リー永代定額地税取決」である。 このことは、

当時の封建的重層的な土地所有関係、すなわち、

国家、ザ ミーンダールなどの中間介在者、直接

生産者農民、村落共同体の土地所有関係のうち

から、どの特定の階級に排他的な近代的土地所

有権を与えるかという問題に対 して、ザミーン

ダールにそれを与えるという解答であったとい

う意味をもっのである。これによって、ザ ミー

ンダール層は近代法的な排他的土地所有権を認

め られて、地主としての立場を確立 したのに対

して、逆に農民は今まで もっていた土地占有権

を否定され、きわめて不安定な任意小作人の立

場に落とされたのであった。

しか し、このイギリス型の地主階級の育成を

ね らった政策は失敗に終わる。それは、ベンガ

ル地方の開発に伴い、ザミーンダールの取 り分

は増大 したのに対 して、東インド会社の地税収

入は増えなかったからである。そして、このよ

うな財政的見地か らのザ ミーンダーリー制批判

か ら、ライーヤ トワーリー制の理念(国 家的土

地所有を前提に、個別農民に土地占有権を認め、

彼 らと直接に地税の取決めを行 う)や 地税村請

制の理念(土 地は村落土地所有者団体の共有財

産であるとし、土地所有者団体全体に一括 して

地税を賦課する)が 台頭 し、激 しい土地所有論

争が展開されるわけである。

このようなイギリスの植民地政策、すなわち、

「資本主義のための土地制度改造」の本質 とは

何であろうか。

ザミーンダー リー制にせよ、ライーヤ トワー

リー制にせよ、これらは一っの土地の上にさま

ざまな土地所有権が重層的に積み重なっている

封建的な土地所有関係を処分 し、いずれか一っ

の階級に排他的な近代的土地所有権を帰属 させ

ようという政策、言いかえれば、 「私的土地所

有」の法的な確立である。この 「私的土地所有」

の法認とは、一言で言えば、土地の細分化を阻

止 し、地税徴収を確実にする最 も有効な手段な

のである。っまり、貧窮化 して地税を滞納 した

農民の土地を没収 し、それを土地市場で競売 に

かけることによって、最大限の地税収奪を実現

するとともに、商人などの富裕階層の手に土地

が速やかに移動 しうるようにする手段でもあっ

たのである。

以上はライーヤ トワー リー制を念頭においた

ものであるが、ザ ミーンダーリー制の場合 もまっ

たく同様であって、地主であるザミーンダール

が地税を滞納 したならば、ただちに土地 は没収

され市場で競売にふされたのである。その結果、

19世紀初めまでに、約3分 の2の ザ ミーンダー

リー(所 領)が 競売によってカルタッタなどに

在住す る商人階層などの手に移ったといわれて

いる。その結果 は寄生地主制の展開、っまり、

「土地所有が土地利用に優先す るシステム」の

確立 となったのである。

このような 「資本主義のための土地制度改造」

は、インドのような植民地において、イギ リス

など本国資本主義のための本源的蓄積の場 とし

て、あるいは商品市場として開発されていく過

程において展開されるとともに、日本やロシア

のような後発資本主義国における国内改革(地

租改正、農奴解放など)の 過程においても同様

の意味をもって展開され6)、 「土地所有が土地

利用に優先するシステム」の確立に至るのであ

る。

次に、ウイ ットフォーゲル氏の 「中国の経済

と社会」の研究であるが7)、 彼の方法論の特徴

は、自然的諸条件、すなわち、気候および土地、

とりわけ、水の重要性 に注 目する点 にある。

「水の理論」 と言われるゆえんである。

ウイットフォーゲル氏は農業生産における第

一の特殊化的契機として、水利状態、すなわち、

人工灌概が存在するか否かの重要性を指摘する。

っまり、農業生産においては、降雨によって供
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給される自然的な水量をもって農耕が営まれる

天水農耕地域と、人工灌概による水の不足の補

充を必要 とする地域 との二っの基本形態に分類

されるとする。

支那の農業地帯は、ウイットフォーゲル氏に

よれば、二大農業地帯に分けられる。すなわち、

熱帯、亜熱帯に位置 し稲作地域である南部およ

び中部 と、温帯に位置する北部の小麦および黍

作地域である。そして、支那北部および中部は、

自然の降雨だけなら収穫が減退するので、人工

灌概により収穫を保障することが必要 となる。

それに対 して、支那南部では、入工灌概によっ

て米作の二期作に増進することが可能 となる。

っまり、どちらにとって も、人工灌概は支那農

業の必須的条件なのである。

次に、ウイットフォ―ゲル氏は農業生産にお

ける第二の特殊化的契機として、治水の広狭の

次序を指摘する。っまり、人工灌概が広大な面

積になると、公共事業の形態での政府の干渉が

必要となる。言いかえれば、中央集権的な政府

によって治水 ・灌概事業が遂行されるようにな

る。ここか ら、治水 ・灌概事業を担当する特別

の中央官庁ができ、莫大な国家資金が治水 ・灌

概事業に投入されることになる。今一っ、天文

学の発達がきわめて重要である。とくに、雨期、

すなわち、諸河川の増水および減水の始期およ

び終期が重要性を帯びるに至る場合は、暦の正

確さが強 く要求されるのである。こうして、政

府の天文官が特権的地位を占める一方、民衆の

天文学的観測 は禁止され、天文学的活動が政府

によって独占されたことは注目に値 しよう。

こうして、 「水を治めるものは国家を治める」

と言われた 「東洋的専制国家」が誕生するので

ある。

このように、ウイ ットフォーゲル氏にとって、

中国の経済 ・社会構造を分析す るキー概念 は、

まさに治水 ・灌概事業なのである。中国文明の

発祥地は黄河の中流流域であるが、天水農耕に

はやや降雨不足で、灌概による補水が決定的で

あった。このため、小河谷に堰を設けたり、扇

状地末端の湧水や地下水などを利用 した 「出水

(氾濫)灌 概」がひろが り、やがて支流の小河

川か ら引水 した畑地灌概が普及 した。 そして、

小地域 ごとの支配者が大規模な開墾や治水工事

を行い、用水路や貯水池を設けて水利に努めた

結果、秦 と漢による中国統一が行われたのであ

る。さらに、階 ・唐の時代 には、黄河と長江を

結ぶ大運河が開設 され、華中 。華南 の米作地域

においては大規模な人工灌溜施設が構築された。

このような水利施設を維持 ・管理 し、水利統制

を行 うことによって農業生産力の向上を推進で

きた権力者は中国統一を確保できた し、それが

できなかった政権 は経済的基盤を失って転覆 し

たのである8)。 このように、治水 ・灌概事業 と

大運河の開設の上に、中央集権的な大帝国が築

かれ、隆盛をみたという歴史を踏まえてウイッ

トフォーゲル氏の理論 は構築 されているのであ

る。

ところで、中国では、紀元前350年 頃、秦 の

宰相商鞍の法律により、古来の農業共産主義制

度か ら自由な土地私有制への変遷が法制的に宣

言されたとされている。このように土地の私有

化が比較的早 くから進む一方、高利貸資本が貨

幣経済とともに発達 し、貨幣経 済は農民に租税

と地代を、少なくともその一部を貨幣形態で納

めるようにさせる。この支払義務が耕地を担保

とした高利貸付の利用を小農民 に強制 し、やが

てはその零細な土地を小農民 は喪失することと

なる。その結果は、大土地所有 の形成であり、

他方での小作人への零落であったのである。こ

の点にっいて、ウイットフォーゲル氏は、中国

がその他の主な東洋的文明のどれよりも私的土

地所有を維持する点で進んでいたと述べている

が、 「東洋的専制国家」 と私的土地所有 との関

係 はどのようなものであったのであろうか。

彼の見解によれば、私的土地所有が優越 し地

主制が普及をして も、土地財産が強化 されるこ

とも、土地所有者の独立の組織が生み出される

こともなかった。そして、税制、法制、および

政治の観点か らすれば、私的土地所有は、伝統

的中国社会の崩壊の際にも、その誕生の際と同

様に弱いものであった、と述べている。っまり、
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「東洋的専制国家」は私的土地所有者に対 して

圧倒的に強大な権力をもち、土地をは じめとす

る私有財産を容易に取 り上げる自由を持ち続け

たのである。 「東洋的専制国家」はいわば 「上

級土地所有権」として、私的土地所有者の上に

君臨 し続けたのである。

ウイットフォーゲル氏は、戦後の 「東洋的専

制主義」の研究の中で、東洋的専制主義を 「社

会より強力な国家」 「専制権力」として特徴づ

けている9)。 っまり、東洋的専制国家は、社会

の非政府勢力が政治機構を牽制 しコントロール

する強力な独立の団体にならないよう、断固阻

止 したのである。また、東洋的専制国家 は、財

政的 ・司法的 ・法制的および政治的措置を通 じ

て、私有財産の発展を制限したのである。例え

ば、それは税制の網を農業経済の上に強固には

りめ ぐらすために、徴税機関を人民登録および

動員機関として広 く配置 して、すべての青年男

子を国家の望むとおりの労役、兵役、納税 に服

せしめたことである。また、富裕な商人に罪状

をデッチ上げることにより、あぼ しい財産を直

接に徴発することも頻繁に行われた。つまり、

富裕な商人は中央集権化 した独裁政府の官吏た

ちの手にかかって、逮捕、訊問、拷問をされた

上に全財産を没収される危険にたえず脅かされ

ていたのである。そして、大 きな土地財産 も決

して徴発の博外ではなかったことは言 うまでも

ない。っまり、東洋的専制国家による資産の没

収によって、私有財産は容易に侵害 されるもの

であり、所有権の安全は保障されていなかった。

言いかえれば、東洋的専制国家の代表者はその

所属員に対する無制限の専制的権力をもってお

り、初期の資本家たちに対 しても保護の必要を

感 じなかったのである。ここに、新たに興 りつ

っあった資本主義形式の動産を発達させること

に決定的な利益を見いだしたヨーロッパ絶対主

義の統治者 との違いがあると言えよう。

以上、小谷注之氏の研究によりなが らイギ リ

ス植民地政策下のインドにおける 「資本主義の

ための土地制度改造」の本質を検討し、第一に、

「私的土地所有」の法認 は最大限の地税収奪の

手段 として導入されたが、結局は土地の商品化、

土地市場の成立を通 じて寄生地主と零細小作農

の体制、つまり、 「土地所有が土地利用に優先

するシステム」の確立に至ること、第二に、こ

の 「資本主義のための土地制度改造」の過程は、

わが国の地租改正にはじまる明治初期の土地制

度改革においても同 じ意味をもって展開 される

ことを検討 した。また、ウイットフォーゲル氏

の中国研究によりなが ら、第一に、人工灌概と

その広大化を契機として、典型的な 「東洋的専

制国家」が誕生 したこと、第二に、土地の私有

化が比較的早 くか ら進み、高利貸付を媒介とし

て土地市場が形成され、大土地所有者 と小作人

あるいは零細土地所有者に分化 したこと、第三

に、 しか し 「東洋的専制国家」 は私的土地所有

者の自由を一方的に制限す る権力、 いわば、

「上級土地所有権」を持ち続 けた ことを検討 し

た。

このように、 「日本型土地 システム」のルー

ツはアジア社会にあるという試論的提起をうけ

て、アジア的土地所有の特質 を検討 した結果、

第一に 「土地所有が土地利用に優先するシステ

ム」、第二に専制主義的国家権力による 「上級

土地所有権」を、アジア的土地所有の特質 と規

定することができた。

以下の第2章 、第3章 では、この 「土地所有

が土地利用に優先するシステム」および 「上級

土地所有権」という二っの視点か ら、戦前、戦

後、そして現代に至るまでの日本的土地所有の

特質を理論的に概括することにより、 「日本型

土地 システム」の概念をよ り深める作業を行 う

こととする。

∬ 土地所有と土地利用

(1)「 土地所有が土地利用に優先するシステム」

の成立 一一戦前期を中心に一

戦前期の土地所有 と土地利用 をめ ぐる歴史上

のエポックの第一は、 「資本主義のための土地

制度改造」の日本版 としての地租改正をはじめ
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とする明治初期の土地制度改革が、地主的土地

所有(寄 生地主制)の 急速な発展を導いたこと

である10)。

1871(明 治4)年 に、明治政府 は、農業およ

び農民の土地利用に重要な意味をもっ二っの法

令、すなわち、米麦輸出の禁止解除 と 「田畑勝

手作り」(大 蔵省達第47号)を 布達 して、土地

の使用と収益の自由を認 めた。そ して、1872

(明治5)年 には、土地制度史上に歴史的な意

義をもっ 「地所永代売買禁止ノ解禁」(太 政官

布告第50号)を 布告 して、土地の所持および売

買の自由を宣言 し、土地所有にっいて身分上の

制限を しないことを明 らかにした。これにより

土地 は封建的な拘束か ら解放され、土地の私的

所有権が法的に確認されたと言えよう。

この 「地所永代売買禁止 ノ解禁」の前提 とな

るとともに、土地の取引を盛んにするために発

布 されたのが、同年の 「地券渡方規則」(大 蔵

省達第25号)で ある。当初は土地所有権の移転

の都度に地券を発行、交付することとなってい

たがK後 の大蔵省達第83号 では売買に限ること

な くすべての私有地に対 して地券を発行するこ

ととなった。この地券発行では、政府は 「一地

一主」という方針を立てたが、現実には二重所

有権的な所有関係が広範 に存在 したため、 しば

しば困難な問題が発生 した。 しか し、政府は上

級土地所有権者 に地券を与え るとい う形で、

「一地一主」という方針を徹底的に貫いたので

あった。ここに、明治初期の土地制度改革の重

要なポイントがある。

そして、1873(明 治6)年 に、封建体制下で

数百年行われてきた田畑貢納の法を地価100分

の3の 税率の金納地租に改正する 「地租改正法」

「地租改正条例」等が公布 された。 こうして、

その後1881(明 治14)年 半ばまで、9年 間にわ

たる地租改正事業が実施 されることになるので

ある。この地租改正の結果、明治政府は一定額

の金納地租を確保することにより予算制度を確

立することが可能 となったが、ここで重要なこ

とは、土地私有権の設定と地租の金納化とが行

われることにより、土地抵当金融が広範に展開

し、土地移動が活発化 したことである。とりわ

け、1881年 にはじまる松方デフレ期には、自作

農 ・自小作農の急激な土地喪失が進み、少数 の

地主の手へ土地が集中 したのである。というの

は、100分 の3と いう租率 は、明治政府が旧来

の収入を増加 もさせないが低下 もさせないこと

を建前 として決定 したわけであるが、このよう

な幕藩体制下の重 い貢租水準を維持、継承 した

高額の金納地租の重圧 は、農民を急速に没落 さ

せることとなり、地主制成立への道を開いたの

である。また、地租改正 は私的土地所有の法的

確認にとどま らず、地主的土地所有を強化、創

出した側面が指摘できるのである。つまり、開

墾永小作、認定永小作、普通小作、質地小作な

どについては、小作の権利が慣例的に保障され

ていたにもかかわらず、地主 ・小作関係を地主

優位に編成替することを強行 したのである11)。

このように 「資本主義のための土地制度改造」

により、戦前期の日本的土地所有の特質である

地主的土地所有は成立 したわけであるが、この

地主的土地所有を私法面 において確定 したのが

明治民法である。言いかえれば、この時点、す

なわち、旧民法が公布 されるとともに、その直

前か ら始まる日本民法典論争を経て、明治民法

制定に至る過程 こそが、戦後までをも貫 く 「土

地所有が土地利用に優先するシステム」が確立

する一大エポッ,クである。

ここでは、当初ボアソナー ドが中心となって

起草 し、1890(明 治23)年 公布、1893(明 治26)

年実施予定であった旧民法 と明治民法とを比較

することからその過程を検討 してみよう12)。旧

民法(財 産篇)第30条 は、 「所有権 トハ自由二

物ノ使用、収益及 ヒ処分 ブ為ス権利 ヲ謂フ。此

ノ権利ハ法律又ハ合意又ハ遺言 ヲ以 ッテスルニ

非ラサレハ之 ヲ制限スルコトヲ得ス」と、規定

している。っまり、一方で封建的領主的土地所

有を否認するともに、自由な土地所有権 を保障

しているわけである。また、用益権 として、

「用益権」(44条 ～109条)、 「使用権」 およ び

「住居権」(110条 、114条)、 「賃借権」(115条 ～

154条)、 「永借権」(155条 ～170条)、 「地上権」
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(171条～178条)を 置 き、これ らは物権 と規定

している。このように、旧民法においては、用

益権 との関係で所有権は絶対的強大性を有 しな

いものであったことに注目しておきたい。

ところが、旧民法にっいては、その公布以前

から実施延期 を求める声が高 くなり、法典実施

延期派 と法典実施断行派との間で、日本民法典

論争が3年 以上にわたってはなばなしく展開 さ

れた13)。最 も有名なのは延期派の穂積八束氏の

「民法出デテ忠孝亡ブ」とい う、 いわば煽情的

な批判である。しかしここで重要 と思われるの

は、日本民法典論争の細部に立ち入 ることでは

なく、次に二点に注目す ることである。その第

一は、この論争はとくに家族法の範囲に属する

部分(人 事編 と財産取得編後半)に 集中し、土

地制度に関す る議論はあまり見 られなかったこ

とである。なお、土地制度に関する反対理由は

二つあり、一つは、賃借権を物権化することや

複雑な用益権、住居権等および地役の諸規定は

日本の旧慣に反するとするものであり、今一っ

は、農業に重大な関係のある入会権 について規

程を設けないのは不備であるというものである
14)

。注 目すべき第二の点は、このような激 しい

論争を経て、結局、1892(明 治25)年 に旧民法

の施行延期案が国会を通過 し、1893(明 治26)

年には新たに法典調査会が組織され、明治民法

の編纂に着手 されたのであるが、成立 した明治

民法を見 るとあまり論争されることがなかった

土地制慶 に関する重要な点、つまり賃借権i、用

益権がものの見事に地主優位の体系に変化させ

られていることである15)。

このようにして、結局、旧民法は施行の陽の

目を見ることなく、明治民法は1896(明 治29)

年 に総則 ・物権 ・債権の3編 が、1898(明 治31)

年に親族 ・相続の2編 が公布される。この明治

民法第206条 は、 「所有者ハ法令 ノ制限内二於

テ自由二其所有物ノ使用、収益及 ヒ処分 ヲ為ス

権利 ヲ有ス」と規定 し、第207条 は、 「土地ノ

所有権ハ法令ノ制限内二於テ其土地ノ上下二及

フ」と規定 している。このことは、土地所有権

の自由性を保障 したものである。

他方、明治民法では用益権 は物権 と債権 に別

れ、物権に属す るものとしては地上権 ・永小作

権 ・地役権が認められ、債権に属するものとし

ては使用借権および賃借権が認め られている。

つまり、わが国の用益権の大半を占める賃借権

について、明治民法 は、対抗要件が賃借権者に

不利であり(第605条 賃借権の対抗力)、期間

の安定性がな く(第604条 賃貸借契約の存続

期間の制限)、譲渡 ・転貸ができない(第612条

賃貸借の譲渡の自由の制限)、 建物買取請求

権 。造作買取請求権がない等、いわば賃借権は

土地の所有権者 の意のままになるきわめて劣弱

な効力の用益権 なのである16)。このような旧民

法か ら明治民法への変化、すなわち土地所有権

の絶対性の強化の背景にあるのは、当時の地主

的土地所有、寄生地主制の確立にあることは言

うまでもない17)。

② 「利用権保障の体系」の形成と 「土地所有

が土地利用に優先するシステム」への再転

換 ― 戦後期を中心に 一

本節では、戦後期の土地所有 と土地利用をめ

ぐる歴史上のエポックについての理論的な概括

を行 う。

まず検討されるべきは、戦後最大の土地改革

である農地改革である。農地改革によって、戦

前の地主的土地所有、寄生地主制は基本的に解

体された。しかし、農地改革途上の議論におい

ては、小作料金納化については高い評価がされ

たが、自作農創設に対 しては批判があった。そ

れは、小作農にとって、自作農化は決定的に重

要ではなく、むしろ所有権はそのままにしてお

いて、耕作権の確立を中心にして、民主的農民

組織によって農地管理を行 うことが、農村の民

主化に有効な方途であるとする批判である。っ

まり、農民にとって、土地 は所有権ではな く、

耕作権であるという主張である18)。これは戦前

以来の土地所有権中心主義に対する根本的な批

判をなしており、この耕作権保障の方向で農地

改革が進められていたな らば、 「土地利用が土
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地所有に優先するシステム」が戦後いち早 く確

立する可能性があったと言えるであろう。

しか し、実際の農地改革の過程は、中国革命

の進展と冷戦体制の成立を目前にしたアメ リカ

占領軍の意図によるところの自作農創設方式で

あった。っまり、小作農に土地所有権 と富農化

への幻想を与えなが ら、農民層の急進化を抑え

ることにより、日本の保守的基盤を支える農民

層を育成するという意図のもとに、自作農創設

に力点がおかれたのである。その結果は、戦前

以来の過小農制の解消ではな く、む しろ再生産

であったことは周知の事実である。

しか しながら、 「土地利用を土地所有に優先

するシステム」は、高度成長期までは農地法の

体系 として存在 したのである。農地法は農地改

革の効果を維持 ・定着 させ自作農の権利を保護

するために、1952(昭 和27)年 に制定された法

律である。農地法によって農地に関する権利の

設定、移転 はすべて都道府県知事の許可を要す

るものとされ、―筆 規制 といわれる徹底 した介

入によって小作地所有の拡大を阻止 しようとし

た。さらに、農地改革で創設 された自作農を理

想の農業経営単位 と考えて、都道府県 ごとに定

められた最小および最大の経営規模(都 道府県

平均で最小三反歩最大三町歩)を 維持するため

に、買手の経営規模がこの範囲に収まらない場

合には権利の移動そのものを許可 しないことと

されていた19)。このように農地法の体系による

耕作権保障に加えて、農地改革により農業水利

権が地主から農民の手にうつり、農業水利権 は

水利組合または土地改良区を主体 とする集団的

権利 として保障されることとなった2。)。また、

漁民の場合には、1949(昭 和24)年 の新漁業法

により、漁業調整委員会による漁業調整 という

方式で、漁業権は漁業協同組合を主体 とする集

団的権利 として保障されることとなった21)。こ

のように萌芽的ではあるが、利用権を保障する

法的な枠組が戦後には形成されていたのである。

これは 「利用権保障の体系」と言いうるもので

あろう。

しか し、高度成長期に入 るとともに、その

「利用権保障の体系」は破壊され、 「土地所有

が土地利用に優先するシステム」にとってかわ

られることになった。例えば、農地法の場合は、

1970(昭 和45)年 の農地法の大改正 により、第

1条 の目的に、 「土地の農業上の効率的な利用

を図る」 ことが加えられ、取得上限面積 は無条

件に撤廃され同時に取得下限面積が引き上げら

れた(都 道府県平均50ア ール)。 また、10年 以

上の契約期闘を持っ貸借にっいては、都道府県

知事の許可が不要 とされ、小作料に関する規定

も従来の強制力をもつ最高限度額の法定制から、

勧告の基準となるにす ぎない標準額制に切 り換

え られた。さらに、従来全面的に禁止 されてい

た不在地主さえ、拳家離村の場合には認められ

るようになった。こうして、 「農地 はその耕作

者みずか らが所有することを最 も適当であると

認め」るという自作農の理想は完全に姿を消 し、

一筆規制の制度も大きく崩れることになった物。

いわば国や自治体が 「利用権保障の体系」を破

壊 したのである。

本来であれば、公共的に農地 として維持する

ことを考え、そのためには農業への所得保障は

どうするか、農業生産力の発展をどのように実

現するのかを考えて、都市部における消費需要

と農村部における生産供給をシステムとしてど

う結びっけるかを考えなければならないところ

である。 しか し、実際には、ジェラル ド・カー

ティスと石川真澄が 「土建国家」 と喝破 したよ

うに、公共土木事業の予算でもって、農業 と農

民の心を買い取 るとい う政策が とられたのであ

る23)。農民が農業に関心をなくし、現金収入に

ばかり目がい くという状況になれば、農地の売

買はよりスムースにい くことはまちがいない。

つまり、先祖か ら受け継いだ大切な農地が、単

なる公共投資の対象に、あるいは単なる資産運

用の対象になって しまったのである。

このように、 「利用権保障の体系」は農地法

の改正などにより破壊されるとともに、自治体

が媒介 となって零細土地所有者、漁業権者か ら

法人企業へ土地所有権、漁業権を売 り渡す こと

によっても破壊 されたと言えよ う。
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高度成長期には、地域開発政策の全国的展開

により、,自治体が企業誘致に狂奔 したわけであ

るが、その際、自治体が媒介となって、内陸性

の土地を土地所有者から買い取 って法人企業へ

売 り渡す、あるいは臨海部の公共水面を漁業補

償により漁民から買い取 って法人企業へ売り渡

すという、土地の公的所有を通過点 とした 「土

地商品化と法人企業への土地の集積 ・集中のシ

ステム」に注目すべきである。とくに、自治体

により造成された臨海工場用地が、造成原価な

いしは造成原価を割 るきわめて安い価格で、進

出企業に分譲されたことは、土地所有 と土地利

用の問題を考える際には大 きな問題である24)。

さらに、このような地域開発の進展は、周辺地

域の地価相場を引き上げ、住宅地、商業地、近

郊農地などの地価高騰をひきおこしたが、開発

利益を社会的に還元す るシステムが欠如 してい

たため、その後の地価高騰による莫大な含み資

産利益はすべて法人企業が取得することになっ

た。こうして、法人企業 は土地所有に特別な位

置を占めるようになったのである。

次に、高度成長期の不動産金融25)にっいて検

討 してみよう。高度成長期における土地 と金融

との関わりにっいては、一般的に次のように言

うことができるであろう。高度成長期には、経

済成長 とともに地価が上昇 し、土地の担保能力

も増大 した。この土地の担保能力を重視 した信

用の供与は、法人企業への資金供給の円滑化を

もたらし、設備投資が容易に行える状況をっく

りだす ことによって、高度成長を達成す る大 き

な要因 となったのである、と。つまり、法入企

業が地価上昇を見込んで土地の先行的取得を行

うと、この保有土地資産の帳簿価額 と時価によ

る評価額 との差がいわゆる 「含み益」(未 実現

のキャピタル ・ゲイン)を 形成 し、その増価す

る土地資産は金融機関からの借入を確保するた

めの最 も重要な担保 として機能 したのである。

他方、,不動産業を営む企業の場合は、取得不

動産を担保 とする金融機関からの借入れに依存

して土地取得を進めるという行動パ ターンをと

るので、地価上昇が金融機関からの融資拡大に

より直結することになる。

本来、金融機関が企業 に融資するときは、当

該企業の収益性、自己資本比率などの 「経営力」

を調査することにより、融資の リスクを判断す

るものである。 しか し、わが国の場合 は、土地

を唯一の担保に金を貸すという 「土地本位制」

がまかりとおってきたのである。

では日本において はなぜ土地なのか。なぜ

「土地神話」がかくも強いのか。そ して、その

前提としての継続的な地価上昇はなぜ可能となっ

たのか26)。

その第一 は、高度成長期における急激かっ膨

大な大都市地域への人口集中である。その結果、

土地需要は局地的に集中する一方で、そのよう

な土地の供給はきわめて制限されていた。第二

に、わが国ではすべてにおいて金銭的評価が圧

倒的に強 く、土地の場合 も利用価値 よりも資産

価値が高 く評価 される。それゆえ、土地の鑑定

評価も収益還元法ではなく、取引事例比較法が

申心である。第三に、 ヨーロッパの場合 は事業

用 と住宅用の土地がきちん とゾーニングされて

いるが、日本の場合は都市計画 ・土地利用計画

が欠如 しているため、事業用 と住宅用の土地が

混在 したえず変動 している。つまり、土地市場

が単一で、事業用と住宅用 という階層性がない

のである。そのため、土地の需要が高まれば工

業地から住宅地へ、あるいは住宅地から商業地

へと土地の転用がきわめて容易なシステムとなっ

ている27)。その上、大都市地域の国 ・公有地 は

民問に払下げ られ、土地の転用を図 るテコとし

て利用 された。

ウォルフレンは 「日本の土地はなぜ こうも高

いのか」という質問に答えて、いったん高騰 し

た地価が非常に下がりにくい理由として、 「日

本の産業が重要な基本資産として土地を組み込

んでいる」こと、っまり 「企業が もっている土

地資産 は、銀行か らお金を借 りるとか、その他

の資金調達の際に担保としてっか う」か らであ

るとして、 「大イ ンフレを招 くことなく、大量

の資金を創出できるということに、日本の資金

市場を管理、育成 している金融関係者は気づい
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た」と述べ、再度 「高い地価 というのが日本の

産業界の資金調達方式に深 く関係 している」と

強調 している28)。

このようにして、土地の評価額を高め、担保

価値を高めることによって、より多量の資金を

引き出す(あ るいは貸 し出す)シ ステムが形成

されてきたのであるQそ して、このように資産

の保全と増殖を進める上で土地が特別な位置を

占めるとともに、1970年 代初あと1980年 代半ば

の土地投機が 「土地所有と土地利用の分離」を

完成 させたのである。

皿 国家権力と土地所有
― 「上級土地所有権」の検討

(1>土 地収用制度の権力性

一 戦前期を中心に一

本節の課題は、戦前期の国家権力 と土地所有

の関係を 「上級土地所有権」という概念で検討

するために、土地収用制度の歴史を概括するこ

とによって、土地収用制度の権力性、すなわち、

専制主義的国家権力による土地所有権の制限と

強権的な土地の収奪の実態 とを明らかにするこ

とである29)。

最初の土地収用制度は、1875(明 治8)年 の

「公用土地買上規則」である。 この規則 は12条

の簡単な法令であるが、事業の認定手続 きと補

償の原則を含む土地収用の体系が一応成立 した

と言えよう。この規則では、公用土地買上に必

要な公共の利益については、 「国郡村市 ノ保護

便益二供スルタメ」とあり、また 「但国郡村市

ノ保護便益二供スルタメ人民ニテ鉄道電線上水

等ノ大土工 ヲ起ス時」は 「此ノ規則 二準 スル」

こととなっていた。買上の対象 としては、土地

のほか 「其地二属 シタル植物建造物等」も認め

られた。手続 きは、内務省を通 じて太政官に上

陳 し、允裁を得 るものとされた。補償について

は、 「買上ル地価ハ券面二記 シタル代価 タルヘ

シ、然 レトモ地価相違 ヲ生セシ時ハ所有者 ト買

上ヘキ該庁 トノ商議 ヲ以テ代価増減スルコトア

ルヘシ」とされ、協議がまとまらない場合には

「双方 ヨリ評価人各一人 ヲ出 シ地方長官之 ヲ折

衷 シテ内務省 ノ決 ヲ請 ヒ之 ヲ定 ムルモノ トス」

と定められていた。この最初の土地収用制度の

特徴 は、 「公用買上ハ必ス其地 ヲ要セサルヲ得

サルニアラサ レハ之ヲ行ハサルモノ トス、故二

人民之 ヲ拒ムヲ得 ス」とあるように、無限大に

強い行政権限である。

1889(明 治22)年2月 に、大日本帝国憲法が

発布されたのに伴い、公用土地買上規則をより

精緻なものにす るために、同年7月 に5章41条

か らなる土地収用法が公布された。 この法律の

特徴は、はじめて補償額評価のための機関であ

る土地収用審査委員会の必要を認めたことであ

る。

この法律により土地の収用 ・使用が認められ

たのは、以下の土地である。

「一、国防其他兵事二要スル土地

二、政府、府県郡市町村及公共組合ノ直接ノ

公用二供スル土地

三、官立公立ノ学校病院其他学芸及慈善ノ用

二供スル土地

四、鉄道電信航路標識及び測候所ノ建設用地

五、河川溝渠ノ掘墾道路橋梁埠頭水道及下水

ノ築造用地

六、防火及水害予防並検疫所火葬場其他公衆

ノ衛生二要スル土地」

その手続きとしては、内閣が公共 の利益に必

要なことを認定するのを建前 として、内務大臣

が認定 に関する案を閣議に提出することにな っ

ていた。工事認定後に協議の制度があり、協議

不調のときは、土地収用審査委員会の裁決を請

うことになっていた。土地収用審査委員は府県

会常置委員をもって充て、会長は地方長官であっ

た。補償金額は 「所有者及関係人ヲシテ相当ノ

価格ヲ得セシムル」とあり、そのほか補償にっ

いて種々精細な規定が設けられ、買戻権 も別に

設 けられる等、公用土地買上規則より数段精細

な規定が設 けられるに至ったわけである。

この土地収用法は1900(明 治33)年 に改正 さ

れるが、その特徴は、第一に、土地収用権 は法
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的規制をまった く受けず、私入の土地所有権に

圧倒的優位にたち、第二に、中央集権的色彩が

きわめて濃い、ということである。例えば、収

用法適用事業の列挙に際 して、 「国防其ノ他軍

事二関スル事業」が トップにあげられ、また、

列挙の最後に 「其ノ他公用ノ目的 ヲ以テ国道府

県市町村其 ノ他公共団体二於 テ施設 スル事業」

と述べて、事実上すべての公共事業を収用法適

用事業にしている。また、事業の認定に関 して

も、 「土地 ヲ収用又ハ使用スルコ トヲ得ル事業

ハ主務大臣之ヲ認定ス」としながらも、 「但 シ

軍機 二関スル事業ハ此ノ限二在 ラス」としてい

るばか りでな く、主務大臣に対 して認定の基準、

あるいは要件をまったく示 していないのである。

土地収用審査委員会についても、地方長官が会

長となるほか、6人 の委員のうち3人 は高等文

官の中か ら内務大臣が任命 し、3人 は道府県名

誉職参事の中から互選されるものであった。

なお、土地収用制度の運用実態の典型として、

渡良瀬川の洪水調節池の新設に伴 う谷中村事件

に簡単にふれておこう。補償問題の歴史的原点

といわれるこの事件の場合は、まず極端に安い

買収単価であり、しか も住民が反対すると栃木

県はあらゆる手段を使って この反対を押 し潰 し

ている。例えば、堤防決壊箇所を放置 したうえ

に、堤防復旧工事の名のもとに堤外地の水制用

の柳を切 り倒 し、護岸をこわし、残 っている堤

防を破壊 した。また、非買収派を酒色をもって

誘惑するなど卑劣な切 り崩 し工作を行い、土地

収用審査会ではほとんど審議 らしい審議もせず、

栃木県の原案どおりの価格で土地を引き渡 し地

上物件を移転するようにとの裁決を下 し、強制

執行 を行ったのである。

このように戦前期の土地収用制度 の特徴は、

専制主義的国家権力による土地所有権の制限に

あ り、強権的な土地の収奪 にあると言えよう。

ここでは財産権の自由は一応は保障されてはい

て も、専制主義的な国家権力によって簡単に個

人の土地所有権はくっがえされてしまうのであ

る。明治憲法第27条 は、 「日本臣民ハ其ノ所有

権 ヲ侵サルルコ トナシ。公益ノ為必要ナル処分

ハ法律ノ定ムル所二依ル」と定めている。っま

り、所有権の不可侵性をたしかに宣言 してはい

るが、他方では、公益 という名の下に所有権が

制限されることは容易に行われ得たのであった。

この意味では、個人の土地所有権の上には、個

人の土地所有権を容易に制限 しうる強力な専制

主義的国家権力が存在するのである。これはい

わば 「上級土地所有権」である。

② 「上級土地所有権」と法人企業の土地所有

一 戦後期を中心に ―

戦後改革によって、絶対主義的天皇制 と寄生

地主制は解体 された。日本国憲法第29条 により

財産権 は保障されるとともに、公共の福祉によ

る制約をうける旨が明記された。土地収用法は、

1951(昭 和26)年 に全面改正が行われた3。)。こ

の改正で特徴的なことは、第一に、土地収用法

が適用 される公共事業の範囲が明確化されたこ

と、第二 に、事業認定の手続に関す る規定が厳

密化 されたこと、第三に、土地収用審査会が土

地収用委員会と改称され、民主化されたこと、

第四に、収用の対象となる私権が明確化 され、

損失補償規定が具体化された ことなどである。

このように、土地所有権の保障が徹底され、収

用手続 きが慎重かっ複雑となり、土地収用法 は

戦前ほどには権力主義的ではなくなったことに

より、専制主義的国家権力による 「上級土地所

有権」も解体 されたかのようにみえた。

ここで、ヨーロッパ諸国の土地問題の歴史を

ふりかえってみれば、産業革命の進展に伴い都

市人口が増大する中で、深刻 な 「住宅問題」

「社会問題」を引 き起 こしたヨーロッパ諸国で

は、19坦紀の末か ら20世紀にかけて 「自由権」

に代わる 「生存権」 「社会権」という新 しい権

利の体系が拡大 し、土地所有権優先の 「ローマ

法型」から土地利用権優先の 「ゲルマ ン法型」

への移行が行われたとされている31)。 しか し、

わが国の場合は、 「生存権」 「社会権」を明記

した民主主義的憲法が施行されて も、萌芽的な

「利用権保障の体系」 の形成 はあった ものの、
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ヨーロッパのような 「土地利用が土地所有に優

先するシステム」への移行が行われなかったの

である。ここではその理由にD'い て検討 してみ

よう。

これは、一般論的に言えば、 「生存権」 「社

会権」などの新 しい権利を保障する民主主義的

憲法ができても、その権利を守る法律や機構が

具体的に作 られずに、逆に 「旧い慣習を温存、

誘導する制度」が作 られ、さらにその前提 とし

て、ナショナル ・ミニマム保障が欠如 した 「経

済的不安定」、いいかえれば生存競争の厳 しさ

があれば、その両者の相互依存関係として仮説

的に説明することができるであろう。本稿でと

りあげ る土地所有の場合には、前提 としての

「零細土地所有者の経済的不安定」 と 「国家 と

法人企業の経済力が土地の集積 。集中を可能に

する法的枠組」との相互依存関係を明 らかにす

ることが必要となる。そこで、以下では、漁民

の場合、農民の場合、都市の零細土地所有者の

場合のそれぞれにっいての 「経済的不安定」を

論 じるとともに、 「国家と法人企業の経済力が

土地の集積 ・集中を可能にする法的枠組」 との

相互依存関係を検討することにより、戦後期に

も 「上級土地所有権」が強力に存在 したという

仮説を検証 しようとするものである。

そこで、まず、漁民か ら漁業権を買い取って、

臨海性の工業地帯を海面の埋立てによって造成

する場合を考えてみよう。高度成長期には、第

二次、第三次産業就業者 と漁民 との所得格差の

是正をうたった 「漁業構造改善事業」が実施 さ

れたが、その真の狙いは人ロ流動化政策という

名の第一次産業切捨政策であり、とくに沿岸漁

家 は労働力の老齢化がすすみ、漁民の生活は不

安定 となった。また、漁業 の分野においては、

元来、大企業 と中小企業の格差が激 しいが、そ

の中小企業が漁村経済においては支配的な地位

にあり、一部の有力者(網 元)が 漁業協同組合

を支配 し、地方ボスや行政 と一緒になって漁業

権の放棄 という形で 「海を売 る」という事態 も

生 じたのである。このように、将来の漁業に対

する展望や後継者の有無によって、全面補償を

求めるか、部分補償を求めるかの相違はあって

も、かなりの沿岸漁家 は漁民としての生活を捨

て、転職せざるを得ない状況に追い込まれたの

である32)。

このような漁民の生活の不安定さにっけこむ

形で、都道府県知事は公有水面埋立法を活用 し

て、臨海部の公共水面を漁業補償により買い取

り、工業用地を造成 して、場合によっては造成

原価を割るようなきわめて安い価格で法人企業

に売 り渡 したのである。その結果、残された沿

岸漁家は、埋立や公害を原因とする漁場の縮小 ・

悪化に悩まされることになるのである。

次に、農民の場合を考えてみると、戦後の農

地改革によって成立 した零細 自作農体制は、高

度成長政策のもとで急速に分解 した。1961(昭

和36)年 の農業基本法は、農業生産の選択的拡

大、農業の生産性向上、農地保有合理化と農業

経営近代化、自立農家育成、農産物価格安定、

農民の職業転換促進等を政策課題としていたが、

真の狙いは最後にあげられている潜在的過剰人

口として零細土地所有に結合していた農家労働

力を、第二次産業に追加労働力として大量に吸

収することにあった。また、農産物貿易の自由

化圧力がアメ リカを中心 とする諸国から強まり、

外国農産物への安易な依存政策をとったことに

より、麦をはじめとす る穀物、豆類、果実、畜

産物などの輸入が急増 し、それ らの農産物の自

給率は大幅に低落 した。このような農業政策の

結果、かなりの農民は農業から離れて都市部へ

流動化 して賃金労働者 となることを強 いられ、

ある程度の農民は零細経営 として農村にとどま

りつっ賃労働兼業化 し、少数の農業専従的経営

とともに、農業の機械化による借金返済に追わ

れるなど、農民の生活にとってはきわめて不安

定な状況が作 り出されたのである。元来、わが

国の農業経営は、一般に零細小規模で、技術 ・

生産力の発達が立ち遅れ、生産性 も低 く、農業

所得水準が低いことを特徴と していた。 また、

農産物の価格保障制度は米以外はきわめて不十

分であった。その上に、1967(昭 和42)年 以降、

政府 は 「総合農政」政策を打ち出して、小農維
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持の基礎制度である食料管理制度と農地制度を

大幅に改正 して、 「減反」政策を強行 した。そ

のため、農民の生活はいよいよ不安定なものと

なった。さらに、山村農民の場合には、高度成

長期以前に生活を支えていた林業や薪炭生産が、

外材輸入の増大や生活様式の変化によって、ス

クラップ化 されることにより、その生活はます

ます不安定なものとなったのである。

このような中、農村地域への工業導入のため

に内陸性の工業団地を造成する場合を考えてみ

ると、自治体が土地取引を斡旋するケースと自

治体が土地を買収 して団地 を造成するケースと

があるが、いずれにせよ自治体 は雇用機会の増

大、財政収入の増加など地域の発展のためにと

いう名目で介入するわけである。っまり、自治

体が媒介 となって、土地所有者か ら土地を買い

集める、あるいは斡旋することにより、農地の

工業団地への転換 をはかるわけである。このよ

うに高度成長期には膨大な面積の農地が転用さ

れたのであるが、その法的な背景として、たび

重なる農地転用許可基準の緩和に注目すべきで

ある。また、近郊農村の場合は、都市化の進展

によって、農地を宅地に転換することにより何

倍 もの利益を得ることが可能になった。農業に

展望 のもてなくなった近郊農家が、土地を資産

とみて、最 も高 く売れる時期に、最 も高 く売れ

る相手に土地を売ることを考えるのはいわば当

然である33)。

さらに、都市の零細土地所有者の場合を検討

してみよう。本来、労働移動を考えると借家の

方が有利であることは言 うまでもない。戦前に

おいて も、都市部においてはほとんどの勤労者

が借家住いであった。ところが、土地所有者の

権利が強 く借地 ・借家人の権利が弱い場合、あ

るいは借地 ・借家人の権利が一定保障されても

借地 ・借家の供給が需要よりも少ない場合には、

高家賃が一般化することになる。そのうえ、地

価上昇率が利子率を上回る状態が恒常化すれば、

借金をしてでも土地を買い急いだ方が有利 とな

り、インフレーションがさらにその資産効果を

高めることになる。っまり、結局 は、持家の方

が借家より有利になる条件が形成される。さら

に、中所得者層以下で も持家が買えるように住

宅ローンが普及されるが、それは 「公的融資+

企業内融資+生 命保険」という構造になってお

り、いわば命を担保にして金を借 りるというリ

スク負担のシステムになっているのである。こ

のように、生涯賃金のかなりの部分にあたる重

い住宅ローンを抱え、都市の零細土地所有者の

生活は苦 しい。その上、全国レベル、国際 レベ

ルの転勤があり、やっと手にいれた住宅を手放

すか、単身赴任を強制 されることになる。

さらに、既に述べたように、日本の土地利用

計画=用 途地域制はきわめて緩やかな規制 となっ

ており、いわば何でも隣に建っ可能性がある。

最 も規制がきびしいと言われる第一種住居専用

地域でさえ、高さ10メ ー トルの ビルが建てられ

るのである。そういう意味では、住宅としての

み利用す るものにとっては、利用権は制約され

る可能性が高い、弱い権利 とならざるをえない。

また、地価は 「最有効使用の原則」にもとつ く

ところの 「売買事例主義」で決定されることに

なっている。このようにわが国 は、住宅地域、

商業地域、工業地域を厳然と区別 し、地価 も異

なる体系をもっというヨーロッパ諸国とは、まっ

たく異なる土地 システム、地価 システムの国な

のである。

このように、ナショナル ・ミニマムとしての

社会保障が欠如 し、漁民、農民、都市住民の生

活がきわめて不安定で、いわば生存競争のきび

しいわが国では、わずかに所有する零細な土地

に資産 としての意義を見 いだ し、それにしがみ

っかざるをえないわけであるが、国家や法人企

業の地域關発や都市再開発によって、その所有

権は簡単に吹き飛ばされて しまうような、そう

いう弱い個人の権利に対 して強大な国家 と法人

企業の経済力 という法的枠組になっているので

ある。

IVお わ りに

本稿の中心的な課題は、前稿では必ずしも十
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分に検討できなかった二っの視点 、すなわち、

第一は、土地所有と土地利用 の視点、つまり、

「土地所有が土地利用に優先するシステム」の

視点か ら、第二は、専制主義的国家権力による

「上級土地所有権」という視点か ら、 「日本型

土地 システム」の検討を行 うことであった。そ

して、本稿の中心的な課題の検討に先立 って、

「日本型土地 システム」のルーツはアジア社会

にあるという試論を提起 し、アジア的土地所有

の特質を検討 し、日本型とアジア型 との比較研

究の手がか りをっかむことを試みた。このよう

な課題に対 して、本稿の積極的な主張点を概括

すれば、次のようになるであろう。

第1章 では、以上の本稿の課題 と構成を提起

しっっ、アジァ的土地所有の特質にっいて試論

的な検討を行った。まず、小谷注之氏の研究に

よりなが らイギリス植民地政策下のインドにお

ける 「資本主義のための土地制度改造」の本質

を検討 し、第一に、 「私的土地所有」の法認は

最大限の地税収奪の手段と して導入 されたが、

結局は土地の商品化、土地市場の成立を通 じて

寄生地主制に至ること、第二に、この過程 はわ

が国の地租改正にはじまる明治初期の土地制度

改革 と同じ意味をもって展開されたことを検討

した。

また、ウイ ットフォーゲル氏の研究によりな

が ら、第一に、人工灌概 とその広大化を契機 と

して、典型的な 「東洋的専制国家」が誕生 した

こと、第二に、土地の私有化が比較的早 くから

進み、高利貸付を媒介として土地市場が形成さ

れ、大土地所有者と小作人あるいは零細土地所

有者に分化 したこと、第三に、しかし 「東洋的

専制国家」は私的土地所有者の自由を一方的に

制限する権力、いわば 「上級土地所有権」を持

ち続けたことを検討 した。

第2章 では、土地所有と土地利用の視点から、

「日本型土地 システム」の検討を行 った。っま

り、 「土地所有が土地利用に優先するシステム」

がどのようして形成されたのかを歴史的に検討

したわけであるが、戦前期については、地租改

正をはじめとする明治初期の土地制度改革が、

地主的土地所有(寄 生地主制)の 急速な発展を

導いたこと、そしてその私法的表現が土地利用

権を保障した旧民法から土地所有権絶対の明治

民法へと変化したことにより、 「土地所有が土

地利用に優先するシステム」を確立 したことを

指摘した。

戦後期については、戦後改革期の農地改革を

めぐる自作農創設と耕作権保障の対抗を検討し、

結局 は自作農創設政策が実施されたものの、農

地については農地法の体系により 「土地利用が

土地所有に優先するシステム」が存在するなど、

「利用権保障の体系」が萌芽的にせよ形成 され

ていたことを評価 した。 しか し、高度成長期に、

原材料 と農産物を輸入する 「低賃金加工貿易方

式」を確立する政策、すなわち、農業を工業の

犠牲 とする政策のためにたび重ねられた農地法

の改正などによって農地法の体系が崩される一

方、日本型地域開発の展開過程において、自治

体が媒介 となって法人企業 とりわけ大企業への

土地集中をすすめたことなどにより、 「利用権

保障の体系」が破壊 され、 「土地所有が土地利

用に優先するシステム」が再び確立 したことを

指摘 した。そ して、高度成長期における不動産

金融の占める特別な意義にっいて検討 し、所有

する土地を担保 とした信用創出によって設備投

資資金の調達を可能にする構造、すなわち、日

本経済の発展それ自体に地価上昇メカニズムが

ビル トインされた構造になっていることを明 ら

かにした。そ して、このように資産の保全 と増

殖を進める上で土地が特別な位置を占めるとと

もに、1970年 代初めと1980年 代半ばの土地投機

が 「土地所有 と土地利用の分離」を完成 させた

ことを指摘 した。

第3章 では、専制主義的国家権力による 「上

級土地所有権」という視点か ら、 「日本型土地

システム」を検討 した。封建的な土地所有関係

は、地租改正をはじめとする明治初期の土地制

度改革によって廃止 された。っまり、地券発行

の 「一地一主」の方針により、封建的な上級土

地所有権 は完全に廃止され、土地の私的所有権

が法的に確認をされた。 しか し、その土地の私
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的所有権の上に、国家権力によるいわば 「上級

土地所有権」が強力に存在 したというのが本稿

の仮説であったのである。っまり、戦前には、

専制主義的国家権力の 「上級土地所有権」に支

え られて寄生地主が土地を支配 し、戦後になる

と、法人企業が国家権力の 「上級土地所有権」

に支え られて土地を支配 しているというのが本

稿の主張である。

戦前期にっいては、土地収用制度の歴史にっ

いての検討を行 うことによって、土地収用制度

の権力性、すなわち、その専制主義的国家権力

による土地所有権の制限と強権的な土地の収奪

の実態を明 らかにすることによって、 「上級土

地所有権」の存在の検証とした。

戦後期については、民主主義的憲法の制定と

土地収用法の民主化により、専制主義的国家権

力による 「上級土地所有権」 も解体されたかの

ようにみえたものの、結局はヨーロッパ諸国の―

ような 「土地利用が土地所有に優先するシステ

ム」にも移行 しなかった理由を検討 した。っま

り、高度成長期に、 「零細土地所有者の経済的

不安定」を前提として、 「国家と法人企業の経

済力が土地の集積 ・集中を可能にする法的枠組」

が作 られた結果、戦後も国家権力の 「上級土地

所有権」に支え られて法人企業が土地を支配 し

ているという仮説を提起 し、漁民の場合、農民

の場合、都市の零細土地所有者の場合のそれぞ

れにっいて、 「経済的な不安定」と 「国家 と法

人企業の経済力が土地の集積 ・集中を可能にす

る法的枠組」との相互依存関係を検討すること

により、この仮説を検証 しようとした。その結

論 は、わが国はナショナル ・ミニマムとしての

社会保障が欠如 し、漁民、農民、都市住民の生

活はきわめて不安定で生存競争が激 しいため、

零細土地所有に資産 としての意義を見いださざ

るをえないわけであるが、国家や法人企業の地

域開発や都市再開発は個人の所有権を簡単に吹

き飛ばしてしまうという、きわめて弱い個人の

権利に対 して巨大な国家 と法人企業の経済力 と

いう法的枠組になっているとい うものである。

そして、戦前は土地収用制度の権力性に代表 さ

れる専制主義的国家権力の 「上級土地所有権」

に支えられて寄生地主が土地を支配していたよ

うに、戦後は国家権力の 「上級土地所有権」に

支えられて、法人企業が土地を支配 していると

言っても過言ではないと結論づけた。

以上が、本稿の一応の到達点であ り、 「日本

型土地システム」の検討を 「土地所有が土地利

用に優先するシステム」 と 「上級土地所有権」

という二っの視点か ら行 うことにっいては、あ

る程度、達成できたと思われる。 しか し、本稿

での日本型とアジア型 との比較研究は試論的な

提起であり、戦後のアジアの土地改革をも視野

におさめた本格的な比較研究 にっいては34)、次

稿以降の課題 とさせていただきたい。
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